
1 

 

以
善
会
レ
ポ
ー
ト
第
十
二
弾 

掛
川
の
豪
商
・
豪
農
と
田
中
藩
（
下
） 

＝
『
大
庭
家
文
書
』
か
ら
み
る
＝ 

大
庭
捷
三
朗
・
中
山
正
清 

 

二 

田
中
藩
に
関
係
す
る
『
大
庭
家
文
書
』
（
大
庭
家
蔵
） 

 

次
に
、
大
庭
氏
蔵
の
『
大
庭
家
文
書
』
か
ら
、
田
中
藩
関
係
文
書
を
み
て
い
き
ま
す
。

【
文
書
１
】
～
【
文
書
４
】
の
計
四
通
で
、
う
ち
一
通
に
「
文
政
三
年
」
、
一
通
に
「
明

治
五
年
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
り
二
通
は
年
欠
で
す
。 

 

【
文
書
１
】 

 

覚 

一
金
五
拾
両
也 

 

右
者
旦
那
方
要
用
ニ
付
借
用
申
処 

 

実
正
也
返
済
之
儀
者
月
壱
割
之
利
足 

 

勘
定
を
以
当
十
二
月
中
元
利
共
可
致 

 

返
済
候
為
後
証
仍
如
件 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
多
豊
前
守
１ 

 
 

 

文
政
三
年
辰
三
月 

 

伊
藤
泰
助 

 
 

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奥
村
武
助
２ 

 
 

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

白
坂
旅
３ 

 
 

 

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

石
神
東
十
郎 

 

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

河
名
平
太
左
衛
門
４

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
川
七
兵
衛 

 

（
丸
印
） 

 

１ 

田
中
藩
主
の
本
多
正
意
（
ま
さ
お
き
）
。
藩
主
在
任
は
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）

～
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
。 

２ 

『
歴
名
簿
』
に
よ
る
と
、
文
化
十
四
年
に
目
付
。 

３ 

同
書
に
よ
る
と
、
文
化
十
四
年
に
取
次
。 

４ 

同
書
に
よ
る
と
、
文
化
十
一
年
に
者
頭
、
天
保
十
一
年
・
弘
化
四
年
に
取
次
。 
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平
井
七
郎
左
衛
門
５

（
丸
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
田
次
郎
左
衛
門
（
丸
印
） 

 
 

 

掛
川
宿 

 
 

 
 

 

大
庭
岱
助
殿 

 

（
※
裏
書
） 

此
証
文
ハ
昭
和
二
年
ヨ
リ
壱
百
二
十
年
前
ノ
モ
ノ
ナ
リ 

大
亮
６

誌 

 

※
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
こ
の
文
書
は
、
田
中
藩
主
の
名
前
で
大
庭
岱
助
（
代

助
）
か
ら
五
十
両
を
借
り
た
も
の
。
後
述
の
【
文
書
４
】
で
も
こ
の
文
政
三
年
の
五
十

両
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。 

 

田
中
藩
が
初
め
て
大
庭
家
か
ら
借
り
た
と
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

【
文
書
２
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

掛
川
宿 

 

三
人
扶
持 

 
 

 
 

 

大
庭
代
助 

右
近
来
勝
手
用
向
致 

出
精
候
段
被
致
満
足
候 

仍
之
為
出
入
扶
持
書
面
之
通 

被
相
贈
之
候
此
上
出
精 

被
致
候
様
存
候 

 

正
月
八
日 

 

※
大
庭
代
助
は
掛
川
藩
の
御
用
達
を
務
め
た
が
、
こ
の
文
書
か
ら
田
中
藩
の
御
用
達
と

し
て
も
扶
持
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
何
年
の
文
書
か
は
不
明
だ
が
、
「
近
来

勝
手
用
向
致
」
の
文
言
か
ら
、
五
十
両
を
貸
し
た
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
【
文
書

１
】
よ
り
後
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
【
文
書
コ
】
に
は
「
行
々
は
此
方
用
達
ニ
茂
御
願
可

 

５ 

同
書
に
よ
る
と
、
文
化
十
一
年
に
者
頭
・
先
筒
頭
、
弘
化
四
年
取
次
。 

６ 
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申
候
間
」
（
ゆ
く
ゆ
く
は
大
庭
家
に
も
御
用
達
に
な
っ
て
ほ
し
い
）
と
あ
る
の
で
、
そ

れ
よ
り
も
後
に
な
る
。 

 

【
文
書
３
】 

（
※
表
書
） 

光
輝
光
輝
ニ
而 

 

（
※
本
文
） 

貴
翰
忝
拝
見
仕
候 

餘
寒
之
節
御
座
候
得
共 

弥
御
平
安
被
遊
御
勤
役 

弥
々
御
義
奉
存
候
然
ハ 

御
勝
手
御
用
金
御
世
話 

奉
申
候
ハ
ゝ
為
御
挨
拶
金 

弐
百
疋
鰹
節
壱
毛 

頂
戴
仕
難
有
仕
候
ヘ
共 

奉
□
右
御
神
御
報
旁 

如
此
御
座
候 

恐
惶
謹
言 

 

十
二
月
廿
一
日 

 
 

大
庭
代
助 

原
田
文
左
衛
門
様 

増
田
翁
助
様 

渋
垂
助
太
夫
様 

成
瀬
藤
蔵
様 

 

※
原
田
文
左
衛
門
以
下
の
宛
先
は
、【
文
書
ク
】
の
差
出
人
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
【
文
書
ク
】
へ
の
返
信
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
す
れ
ば
、「
御
勝
手
御
用
金
御
世
話
奉
申
候
ハ
ゝ
」
以
下
の
文
言
は
、
御
勝
手
御
用

金
と
し
て
貸
し
た
三
百
両
を
返
済
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
御
挨
拶
金
二
百
疋
と
鰹
節
一

本
も
贈
っ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
た
い
と
、
礼
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
文
意
は
不
明
瞭
で
あ
る
。 
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大
庭
代
助
が
差
出
人
で
あ
る
こ
の
文
書
が
大
庭
家
に
残
っ
て
い
た
の
は
、
実
際
に
は

出
さ
ず
に
反
故
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

【
文
書
４
】 

（
※
表
題
） 

元
安
房
長
尾
御
藩 

 

本
多
豊
前
守
様
江
調
達
金
仕
訳
書 

 
 

 
 

 
 

 

遠
州
佐
野
郡
掛
川
宿
下
又
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
庭
代
五
郎
７ 

□
金
六
拾
両
也 

 
 

是
者
本
多
豊
前
守
様
駿
河
国
田
中
藩
御
在
城
之
節 

 
 

調
達
方
被
仰
付
文
政
三
辰
年
三
月
調
達
出
金
□ 

 
 

月
壱
割
利
足
ニ
而
天
保
八
酉
年
迄
年
々
利
足
御
下
渡 

 
 

其
後
御
催
促
申
上
候
得
と
も
御
下
ケ
無
之
□
候
処 

 
 

明
治
元
辰
年
安
房
国
長
尾
江
御
所
替
相
成 

 
 

昨
未
年
十
月
其
筋
御
役
々
様
當
所
江
御
出
張 

 
 

ニ
而
御
取
調
有
之
書
面
之
金
調
書
差
上
申
候
其
後 

 
 

何
之
御
沙
汰
も
無
御
座
候 

 

五
十
両 

 
 

 
 

 

調
達 

 

十
両 

 
 

 
 

 
 

調
達 

 

一
金
五
拾
両 

 

是
者
文
政
三
辰
年
三
月
調
達
月
壱
割
利
足 

 

天
保
八
年
酉
暮
迄
利
済
其
後
元
利
滞
候 

一
金
拾
両 

 

是
者
文
政
七
申
年
十
二
月
調
達
年
五
分
利
足 

 

天
保
八
年
酉
暮
迄
利
済
其
後
元
利
滞
候 

合 

金
六
拾
両
也 

 

７ 

大
庭
家
第
十
二
代
当
主
。 
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右
者
元
安
房
長
尾
御
藩
本
多
様
江
調
達
金
仕
訳
書 

書
面
之
通
御
座
候 

以
上 

 
 

 
 

 
 

遠
州
佐
野
郡
掛
川
宿
下
又
町 

 
 

明
治
五
年 

 
 

 
 

 
 

 

代
助
事 

 
 

 

壬
申
正
月 

 
 

 
 

 
 

 

大
庭
代
五
郎 

丸
印 

 
 

浜
松
県 

 
 

 
 

掛
川 

 
 

 
 

 

御
出
張
所 

 

※
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
〈
一
八
七
一
〉
）
で
諸
藩
の
債
務
が
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
た

の
に
伴
い
、
長
尾
藩
（
旧
田
中
藩
）
に
対
す
る
大
庭
家
の
貸
付
金
の
未
返
済
分
に
つ
い

て
、
浜
松
県
掛
川
出
張
所
に
申
告
し
た
文
書
。 

 

【
文
書
１
】
の
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
五
十
両
を
年
利
一
割
で
用
立
て
た
分
は
、

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
ま
で
利
払
い
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
元
利
と
も
に
滞
っ
て
い

る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
政
七
年
の
十
両
（
年
利
五
分
）
も
、
天
保
八
年
の
利
子
ま

で
は
支
払
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
元
利
と
も
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。 

 

総
額
を
「
金
六
拾
両
」
と
し
て
利
子
分
を
記
載
し
て
い
な
い
の
は
、
せ
め
て
元
金
だ

け
で
も
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
意
向
で
あ
ろ
う
か
。 

 

【
文
書
ク
】【
文
書
ケ
】
に
よ
れ
ば
、
大
庭
家
に
よ
る
調
達
金
三
百
両
に
つ
い
て
は
返

済
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
六
十
両
分
が
返
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
。 

（
大
庭
・
中
山
） 

 

三 

窮
乏
す
る
田
中
藩
財
政 

 

近
世
後
期
に
な
り
全
国
の
諸
藩
で
藩
財
政
が
悪
化
し
ま
し
た
が
、
田
中
藩
も
例
外
で

は
な
く
寛
政
期
（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
以
降
、
財
政
難
に
陥
り
ま
し
た
。
藩
は
御

用
達
商
人
や
領
民
か
ら
調
達
金
・
講
金
・
積
金
な
ど
の
方
法
で
資
金
調
達
を
図
っ
て
い

ま
す
８

。 

 

８ 

『
藤
枝
市
史 

通
史
編
下 

近
世
・
近
現
代
』
（
藤
枝
市
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
八

頁
。 
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調
達
金
は
藩
に
よ
る
借
入
、
講
は
個
人
や
町
な
ど
を
講
元
（
親
）
と
す
る
講
に
藩
が

加
わ
り
落
札
な
ど
で
資
金
を
得
る
方
法
、
積
金
は
藩
が
講
元
と
な
る
も
の
で
す
。 

 

な
お
、【
文
書
ソ
】
の
「
尚
々
積
金
之
儀
段
々
御
世
話
有
之
此
方
ニ
而
多
分
出
来
可
申

様
子
ニ
御
座
候
」
と
い
う
文
言
か
ら
、【
文
書
ソ
】
の
時
期
（
天
保
期
）
に
藩
に
よ
る
積

金
が
創
設
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
積
金
は
調
達
金
よ
り
か
な
り
遅
れ

て
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

豪
商
・
豪
農
ら
か
ら
の
調
達
金
に
よ
っ
て
も
藩
財
政
は
好
転
す
る
こ
と
な
く
、
文
化

十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
は
凶
作
に
も
関
わ
ら
ず
年
貢
減
免
に
応
じ
な
か
っ
た
田
中
藩

に
対
し
て
増
田
五
郎
右
衛
門
を
首
謀
者
と
す
る
百
姓
一
揆
が
起
き
て
い
ま
す
。 

調
達
金
の
返
済
に
窮
し
た
藩
は
、
調
達
金
の
利
下
げ
や
利
金
の
支
払
停
止
な
ど
を
行

い
、
御
用
達
の
経
済
力
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
９

。 

こ
の
よ
う
な
中
、
藩
領

の
豪
商
・
豪
農
や
掛
川
藩
領
の
山
崎
・
松
本
家

に
加
え
て
、

天
保
期
に
な
っ
て
大
庭
家
に
も
調
達
金
や
積
金
に
協
力
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
本
稿

（
上
・
下
）
で
紹
介
し
た
『
大
庭
家
文
書
』
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
藩
は
天
保
四
、
五
年
に
か
け
て
農
学
者
大
蔵
永
常
を
迎
え
て
農
業
指
導
を
受

け
て
い
ま
す
。
そ
の
一
端
が
、【
文
書
コ
】
に
見
え
ま
す
が
、
そ
こ
に
あ
る
ハ
ゼ
を
植
え

る
計
画
も
実
現
に
は
い
た
ら
ず
、
永
常
の
指
導
は
効
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
十
月
に
は
志
太
郡
と
益
津
郡
の
田
中
藩
領
で
、
米
価
高
騰

に
よ
る
打
ち
こ
わ
し
が
起
き
て
い
ま
す
。【
文
書
テ
】
の
「
去
暮
は
金
子
詰
リ
ニ
而
取
引

六
ケ
敷
困
リ
入
申
候
」
、
【
文
書
ト
】
の
「
一
両
年
は
人
気
不
宜
相
成
右
故
金
子
之
廻
リ

方
不
宜
困
リ
申
候
一
」
と
い
う
文
言
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
反
映
し
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。 

（
大
庭
・
中
山
） 

 

四 

松
ヶ
岡
山
崎
家
の
場
合  

９ 

『
藤
枝
市
史 

資
料
編
４ 

近
世
二
』
（
藤
枝
市
、
二
〇
〇
八
年
）
八
一
六
～
八
一

八
頁
。 
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袴
田
鷹
邨
著
『
松
ヶ
丘
山
崎
家
略
譜
稿
本
』
１
０

に
よ
る
と
、
山
崎
家
四
代
目
の
万
右

衛
門
（
晨
園
、
安
永
三
年
〈
一
七
七
四
〉
～
文
政
十
二
年
〈
一
八
二
九
〉
）
の
妻
せ
い
は

「
藤
枝
小
島
氏
女
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
「
藤
枝
小
島
氏
」
は
、
田
中
藩
の
「
寛
政
四
年
閏
二
月 

勝
手
向
難
渋
に
つ
き

調
達
金
依
頼
御
書
付
」
１
１

、
「
寛
政
六
年
九
月 

御
用
達
商
人
御
扶
持
借
上
げ
に
つ
き

書
付
」
１
２

な
ど
に
名
前
の
見
え
る
、
田
中
藩
御
用
達
の
小
島
半
平
家
を
指
す
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

小
島
家
は
「
油
屋
」
を
称
し
て
い
ま
し
た
１
３

か
ら
、
山
崎
家
と
同
じ
油
商
と
し
て
財

を
築
き
、
同
業
者
の
縁
で
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

晨
園
と
せ
い
の
長
子
（
五
代
目
の
万
右
衞
門
）
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
生
ま
れ

で
す
か
ら
、
両
家
の
婚
姻
は
こ
の
一
、
二
年
ほ
ど
前
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

山
崎
家
と
小
島
家
の
関
係
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
崎
晨
園
の
妹
は
掛
川

城
下
の
十
王
町
に
分
家
し
て
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
没
し
た
の
で
す
が
、
晨
園

の
妻
の
甥
で
あ
る
源
助
が
こ
の
山
崎
家
の
分
家
を
継
い
で
い
ま
す
。 

『
松
ヶ
丘
山
崎
家
略
譜
稿
本
』
の
「
山
崎
源
助
家
」
の
系
図
に
は
、
源
助
に
つ
い
て

「
藤
枝
町
小
島
氏
本
家
四
代
妻
ノ
甥 

本
家
ニ
勤
メ
後
当
家
養
子
ト
ナ
ル
」
と
あ
り
ま

す
。
源
助
が
こ
の
分
家
の
跡
を
継
い
だ
の
が
晨
園
の
妹
の
死
去
後
す
ぐ
の
こ
と
と
す
れ

ば
、
晨
園
が
小
島
家
か
ら
妻
を
迎
え
る
前
か
ら
両
家
は
親
密
な
間
柄
だ
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

田
中
藩
が
山
崎
家
に
調
達
金
を
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う

な
小
島
家
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

晨
園
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
田
中
藩
か
ら
三
人
扶
持
、
同
十
一
年
に
は
五
人

扶
持
を
与
え
ら
れ
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
晨
園
隠
居
後
も
山
崎
家
当
主
に
扶
持

 

１
０ 

『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
』
特
別
編
③
「
翻
刻
『
松
ヶ
丘
山
崎
家
略
譜
稿
本
＝
先
祖
お

よ
び
分
家
（
二
）
＝
』
。 

１
１ 

前
掲
『
藤
枝
市
史 

資
料
編
４ 

近
世
二
』
文
書
番
号
一
八
五
． 

１
２ 

同
右
書
、
文
書
番
号
一
八
八
。 

１
３ 

同
右
書
、
文
書
番
号
二
〇
九
「
年
未
詳
二
月 

藩
債
の
利
金
五
ヶ
年
休
年
に
つ
き

達
」
に
「
油
屋 

半
平
」
と
あ
る
。 
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が
与
え
ら
れ
て
い
る
１
４

こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
山
崎
家
は
田
中
藩
の
御
用
達
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

大
庭
家
文
書
に
つ
い
て
み
る
と
、
【
文
書
エ
】
【
文
書
エ
】
【
文
書
サ
】
【
文
書
シ
】
の

よ
う
に
山
崎
・
松
本
・
大
庭
の
三
家
に
宛
て
た
も
の
で
は
い
ず
れ
も
山
崎
家
が
宛
先
の

筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
掛
川
の
三
家
の
う
ち
田
中
藩
が
最
も
重
視
し
た
の

が
山
崎
家
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、【
文
書
キ
】
で
は
、「
山
崎
松
本
ゟ
兼
諾
之
通
今
日
出
金
」（
山
崎
・
松
本
家
は
、

か
ね
て
か
ら
承
諾
し
て
い
た
通
り
今
日
出
金
し
た
）
と
し
て
大
庭
家
に
近
日
中
の
出
金

を
促
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
田
中
藩
に
と
っ
て
山
崎
家
が
頼
り
に
な
る
存
在
だ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
し
ょ
う
。 

（
中
山
） 

 

五 

大
庭
家
の
場
合 

ａ 

山
崎
家
を
中
心
と
す
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
？ 

 

松
本
家
に
つ
い
て
は
手
許
に
史
料
が
な
い
た
め
省
略
し
て
、
大
庭
家
が
な
ぜ
田
中
藩

の
御
用
達
に
な
っ
た
か
を
考
え
て
み
ま
す
。 

 

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
下
俣
の
す
ぐ
近
く
の
西
町
（
後
に
十
王
）
に
居
住
す
る
山

崎
家
と
の
関
係
で
し
ょ
う
。
文
化
三
年
に
既
に
田
中
藩
の
御
用
達
と
な
っ
て
い
た
山
崎

家
が
、
近
所
の
豪
農
で
あ
る
大
庭
家
を
誘
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

前
述
の
よ
う
に
田
中
藩
で
は
藩
財
政
の
窮
乏
化
が
進
み
、
文
化
十
三
年
に
は
百
姓
一

揆
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
田
中
藩
の
返
済
能
力
を
危
ぶ
ん
だ
山
崎
家
が
、
同
じ
掛
川
城

下
の
松
本
・
大
庭
両
家
を
誘
い
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
組
ん
で
調
達
金
な
ど
を
融
資
し
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

 

山
崎
家
単
独
よ
り
も
三
家
が
協
調
し
て
融
資
し
た
方
が
、
田
中
藩
と
の
交
渉
も
有
利

に
進
め
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
を
明
確
に
示
す
史
料
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、【
文
書

エ
】【
文
書
オ
】【
文
書
サ
】【
文
書
シ
】
の
よ
う
に
田
中
藩
か
ら
三
家
に
連
名
で
宛
て
た

文
書
な
ど
が
傍
証
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

１
４ 

『
以
善
会
レ
ポ
ー
ト
』
特
別
編
⑤
「
翻
刻
『
松
ヶ
丘
山
崎
家
略
譜
稿
本
＝
大
名
家

と
の
関
係
＝
』
。 
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ｂ 
焼
津
の
海
蔵
寺
を
通
じ
て
？ 

 

ま
た
、
焼
津
市
小
川
（
こ
が
わ
）
に
あ
る
海
蔵
寺
を
通
じ
て
大
庭
家
と
田
中
藩
と
の

関
係
が
生
じ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

 

焼
津
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
有
形
文
化
財
」
欄
の
「
海
蔵
寺
の
御
戸
帳
」
項
に
は
、

海
蔵
寺
と
田
中
藩
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
田
中
藩
主
本
多
正

供
が
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
六
月
二
十
四
日
に
、「
御
戸
帳
」
１
５

を
自
ら
寄
進
し
た
旨

の
奥
書
が
あ
り
ま
す
。 

 

海
蔵
寺
の
本
尊
は
、
漁
夫
が
海
か
ら
救
い
上
げ
た
と
伝
え
ら
れ
る
木
造
の
延
命
地
蔵

尊
が
あ
り
、
田
中
藩
主
が
厚
く
信
仰
し
て
い
た
の
で
す
。 

 

一
方
、
大
庭
家
蔵
『
大
庭
家
文
書
』
の
中
に
は
海
蔵
寺
か
ら
同
家
に
宛
て
た
文
書
が

十
数
通
あ
り
、
両
者
に
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
年
欠
で
す
が
、

本
稿
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
二
点
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
（
傍
線
は
中

山
）
。 

 

【
文
書
ａ

】 

一
筆
啓
上
致
候 

酷
暑 

之
節
貴
君
御
安
静 

可
被
成
御
座
珍
重
御
座
候 

先
達
而
は
御
老
母
さ
ま
御 

病
気
之
由
弾
治
ニ
御
承
リ 

御
案
内
申
候
処
段
々
御
全 

快
之
由
安
心
仕
候
扨
又 

①

唐
紙
之
画
御
遣
し
被
下
忝 

奉
存
候
鬼
卵
師
江
御 

頼
被
下
候
外
ニ
山
水
抔
御 

見
合
御
指
図
被
成
下
候
而 

四
枚
御
申
付
可
被
下
候
壱
両  

１
５ 

厨
子
の
本
尊
の
前
に
垂
ら
す
錦
の
こ
と
（
『
焼
津
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
』
「
海
蔵
寺
の

御
戸
帳
」
項
）
。 
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之
画
与
御
申
被
下
候
画
ハ
不
存
事 

な
か
ら
甚
見
事
之 

儀
之
奉
存
候
得
共
和
尚
も 

留
守
之
儀
殊
ニ
不
宜
候
得
共 

弐
双
御
座
候
間
問
合
可 

申
与
奉
存
候
左
ニ
思
召 

被
下
候
猶
又
江
戸
表
之 

首
尾
御
同
悦
御
事
ニ
御
座
候 

②

先
達
而
御
咄
御
座
候
五
百 

両
之
儀
和
尚
ゟ
不
帰
前
ニ 

借
付
候
様
貴
君
与
御
相
談 

可
申
与
申
来
候
相
成
儀
ニ 

候
ハ
ゝ
此
方
江
御
持
参
被
下 

御
貸
附
候
様
ニ
御
取
斗 

可
被
下
候
尤
拙
も
當
廿 

五
日
頃
二
は
参
上
申 

度
与
心
掛
罷
有
候
得
共
兼 

御
掛
合
れ
被
下
候
様
奉 

願
上
候 

右
之
段
申
上 

度
如
此
ニ
御
座
候 

頓
首 

 

七
月
廿
日 

 
 

省
三 

大
庭
代
助
様 

 
 

 

貴
下 

  

差
出
人
の
省
三
は
、
別
の
『
大
庭
家
文
書
』
に
「
小
川
ゟ 

省
三
」
と
記
し
た
も
の

が
あ
り
ま
す
が
不
明
で
す
。
文
中
に
出
て
く
る
「
和
尚
」
が
海
蔵
寺
の
住
職
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

 

こ
の
文
書
は
、
海
蔵
寺
が
省
三
を
仲
立
ち
と
し
て
大
庭
代
助
に
山
水
画
な
ど
四
枚
の

絵
を
選
ん
で
く
れ
る
よ
う
に
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
五
百
両
を
同
寺
に
貸
し
て
く
れ
る

よ
う
頼
ん
だ
も
の
で
す
。 
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傍
線
部
①
で
は
、
海
蔵
寺
は
代
助
の
鑑
識
眼
や
画
家
た
ち
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通

じ
て
絵
画
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
同
寺
が

諸
堂
を
再
建
し
て
、
そ
こ
に
飾
る
た
め
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

海
蔵
寺
は
絵
画
に
詳
し
い
文
化
人
と
し
て
の
代
助
だ
け
で
な
く
、
財
産
家
と
し
て
の

代
助
に
も
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
傍
線
部
②
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
海
蔵

寺
は
、
五
百
両
も
の
大
金
を
ど
う
し
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
焼
津
市
史
』
に
よ
る
と
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
海
蔵
寺
は
、
同
寺
へ
の
信

仰
が
厚
い
紀
州
藩
に
対
し
、
地
蔵
堂
が
大
破
損
し
た
こ
と
を
告
げ
て
御
普
請
手
当
金
に

百
両
を
下
付
さ
れ
、
ま
た
、
海
蔵
寺
自
身
も
寄
付
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
１
６

。
こ
れ
に

よ
り
安
永
九
年
春
に
地
蔵
堂
の
再
建
が
な
り
ま
し
た
１
７

。 

 

し
か
し
安
永
九
年
に
代
助
は
わ
ず
か
十
四
歳
で
す
か
ら
、【
文
書
ａ

】
に
記
さ
れ
た
五

百
両
は
地
蔵
堂
再
建
の
た
め
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。『
焼
津
市
史
』
は
、
地
蔵
堂
再
建

に
続
け
て
「
村
々
へ
貸
し
付
け
を
行
う
と
い
う
金
融
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
」
と
し
て
、
同
寺
が
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
ま
で
に
積
み
立
て
た
百
五
十
両
余

を
元
に
村
々
へ
貸
し
付
け
て
、
諸
堂
再
建
の
費
用
に
し
た
い
と
い
う
文
書
が
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
て
い
ま
す
１
８

。 

 

海
蔵
寺
が
代
助
に
求
め
た
五
百
両
は
、
同
寺
が
村
々
な
ど
に
貸
し
付
け
る
原
資
に
す

る
た
め
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
代
助
が
こ
れ
に
応
じ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
が
、
少
な

く
と
も
五
十
両
を
同
寺
に
貸
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
書
か
ら
確
認
で
き
ま
す
。
こ

の
文
書
は
、
旗
本
の
鍋
島
氏
の
知
行
所
に
対
し
、
海
蔵
寺
が
貸
し
付
け
た
百
両
に
関
す

る
も
の
で
す
が
、
こ
の
中
に
海
蔵
寺
が
代
助
か
ら
借
り
た
五
十
両
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
り
ま
す
。 

 

【
文
書
ｂ
】 

 

尚
々
御
老
母
様
始
御
家
内
衆
中
江 

 

よ
ろ
し
く
御
申
傳
可
被
下
候
先
は
當
時 

 

１
６ 

『
焼
津
市
史 

通
史
編 

上
巻
』
（
二
〇
〇
五
年
、
焼
津
市
）
九
三
五
頁
。 

１
７ 

同
右
書
九
三
六
頁
。 

１
８ 

同
右
書
九
三
六
頁
。 
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〳
〵
所
し
の
ぎ
候
ヘ
ハ
又
々
宜
御
座
候
間 

 

左
ニ
思
召
可
被
下
候 

以
上 

一
筆
啓
上
候
寒
冷
之
砌 

御
坐
候
得
共
弥
御
安
全
可
被
下
被
成
御
入 

珍
重
之
至
奉
存
候
然
は
小
川 

江
金
子
之
儀
申
遣
候
之
處
貴
家
江 

院
代
罷
越
御
無
心
申
上
候
趣 

何
共
御
気
毒
之
至
奉
存
候 

猶
又
軽
武
江
御
状
被
下
候
趣
ニ
而 

此
方
江
其
段
申
越
候
得
共
中
々 

此
方
よ
り
小
栗
江
無
心
之
儀
は 

遣
急
候
間
此
書
状
早
々
差
上 

申
候 

一
③

鍋
嶋
百
金
筋
御
知
行
所
ニ
而 

御
取
立
被
下
候
様
御
頼
申
上
候
尤 

其
節
之
證
文
不
残
此
方
ニ 

手
取
候
間
何
時
ニ
而
も
差
上 

可
申
候
五
拾
金
之
儀
は
長
ク 

御
返
逐
申
度
内
々
御
存
之
通 

甚
不
都
合
ニ
御
座
候
間
何
れ
宜 

御
取
斗
致
可
被
下
候
當
時
之
入
用 

金
相
下
□
候
得
は
此
方
諸
拂
方 

相
済
帰
国
之
心
掛
ニ
御
坐
候
間 

左
ニ
御
思
召
可
被
下
候
乍
去
當
年
年
之 

儀
ニ
は
参
急
申
候
何
れ
少
々
ニ
而
も 

宜
筋
出
来
候
ハ
ゝ
早
速
帰
山
之 

心
掛
ケ
ニ
御
坐
候
信
州
よ
り
来
春
ニ 

相
成
候
得
は
壱
人
金
主
出
府 

致
し
候
ニ
付
相
待
申
事
ニ
御
坐
候 

餘
は
後
便
ニ
可
申
上
候
當
時
之 
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難
渋
御
察
欤
被
下
候
先
は
此
段 

早
々
申
上
度
御
手
紙
御
馴
旁
如
此 

御
坐
候 
頓
首 

 
 

 

十
一
月
六
日 

 
 

海
蔵 

欽
河 

 
 

 
 

大
庭
代
助
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

貴
下 

  

鍋
島
家
は
肥
前
藩
主
鍋
島
家
の
分
家
で
、
三
河
国
宝
飯
・
額
田
両
郡
、
遠
江
国
敷
地
・

豊
田
・
周
知
・
山
名
・
榛
原
各
郡
で
計
五
千
石
を
領
し
た
大
身
の
旗
本
で
す
１
９

。
陣
屋

は
周
知
郡
西
別
所
村
（
現
袋
井
市
山
科
）
に
あ
り
ま
し
た
２
０

。 

 

当
時
の
当
主
に
つ
い
て
は
、
別
の
大
庭
家
文
書
に
「
帯
刀
」
と
あ
り
ま
す
。
文
政
六

年
（
一
八
二
三
）
に
西
丸
小
姓
組
番
頭
を
務
め
同
八
年
に
辞
し
た
鍋
島
直
正
が
帯
刀
を

名
乗
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
直
正
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）

に
江
戸
町
奉
行
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
大
番
頭
を
務
め
た
鍋
島
内
匠
頭
直
孝
２
１

の
代
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

傍
線
部
③
は
、
「
鍋
嶋
へ
の
百
両
に
つ
い
て
、
（
鍋
嶋
の
）
知
行
所
で
取
り
立
て
す
る

よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
証
文
は
残
ら
ず
こ
ち
ら
に
取
っ
て
あ
り
ま
す
か

ら
、
い
つ
で
も
（
代
助
に
）
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。
五
十
両
は
ず
っ
と
お
返
し
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
御
存
知
の
通
り
都
合
が
つ
き
ま
せ
ん
の
で
、
よ
ろ
し
く
お

取
り
計
ら
い
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

つ
ま
り
、
海
蔵
寺
か
ら
鍋
島
家
に
貸
し
た
百
両
に
つ
い
て
、
証
文
を
す
べ
て
渡
す
の

で
、
海
蔵
寺
に
代
わ
っ
て
代
助
が
同
氏
の
知
行
所
か
ら
取
り
立
て
る
よ
う
に
依
頼
す
る

と
と
も
に
、
海
蔵
寺
が
代
助
か
ら
借
り
て
い
る
五
十
両
は
返
済
の
め
ど
が
た
た
な
い
の

で
、
鍋
島
家
か
ら
取
り
立
て
る
百
両
の
う
ち
か
ら
返
済
す
る
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き

 

１
９ 

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
十
三
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）

「
鍋
嶋
」
。 

２
０ 

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典 

２
２ 

静
岡
県
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）
「
西

別
所
村
」
項
。 

２
１ 

小
川
恭
一
編
『
寛
政
譜
以
降
旗
本
家
百
科
事
典 

第
四
巻
』
（
東
洋
書
林
、
一
九

九
八
年
）
。 
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ま
す
。 

 

前
述
の
よ
う
に
鍋
島
氏
の
陣
屋
は
現
在
の
袋
井
市
に
あ
り
、
代
助
の
い
る
下
俣
と
そ

れ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
の
で
、
海
蔵
寺
は
代
助
に
取
り
立
て
を
頼
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
代
助
と
海
蔵
寺
は
利
害
を
と
も
に
す
る
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。

田
中
藩
主
が
海
蔵
寺
を
通
じ
て
、
代
助
に
調
達
金
な
ど
を
依
頼
し
た
と
い
う
こ
と
も
十

分
に
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。 

 

ｃ 

文
化
的
な
つ
な
が
り 

 

前
述
し
た
よ
う
に
【
文
書
ａ

】
傍
線
部
①
で
は
、
代
助
が
海
蔵
寺
に
絵
画
を
斡
旋
す

る
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
藤
枝
宿
の
豪
商
と
も
絵
画
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
的

な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

『
島
田
市
史
』
は
、
代
助
が
天
保
十
二
年
に
志
太
・
榛
原
郡
下
の
文
人
達
を
訪
ね
歩

い
た
記
録
「
備
忘
」
に
、
大
井
川
を
渡
る
と
き
に
東
海
道
島
田
・
金
谷
間
の
川
越
で
は

な
く
、
下
瀬
越
（
現
吉
田
町
川
尻
）
を
利
用
し
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
て
い
ま
す
２
２

。
代
助
が
積
極
的
に
田
中
藩
領
な
ど
の
文
人
と
交
流
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。 

 

画
家
・
司
馬
江
漢
の
『
江
漢
西
遊
日
記
』
の
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
六
月
廿
二
日

条
に
「
昼
比
よ
り
大
塚
甚
兵
衛
と
て
、
藤
枝
一
人
富
商
な
り
」
と
記
さ
れ
た
造
り
酒
屋

の
大
塚
家
は
田
中
藩
の
御
用
達
と
し
て
小
島
家
な
ど
と
と
も
に
同
藩
に
調
達
金
な
ど
を

融
資
し
て
い
ま
し
た
が
、
亀
石
と
号
し
た
大
塚
甚
左
衛
門
（
文
化
五
年
〈
一
八
〇
八
〉

没
）
が
画
家
・
池
大
雅
ら
と
交
流
が
あ
り
、
そ
の
子
の
荷
渓
（
天
保
十
五
年
〈
一
八
四

四
〉
没
）
も
絵
画
と
く
に
山
水
画
に
長
じ
て
い
ま
し
た
２
３

。 

 

大
庭
家
文
書
な
ど
に
両
家
の
関
係
を
示
す
も
の
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、
大
庭
代
助

と
大
塚
家
の
絵
画
な
ど
を
通
じ
た
親
交
が
あ
り
、
そ
の
親
交
を
通
じ
て
田
中
藩
が
大
庭

家
に
目
を
付
け
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

 

以
上
、
大
庭
家
が
田
中
藩
の
御
用
達
と
な
っ
た
背
景
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
本
稿
で

 

２
２ 

『
島
田
市
史 

中
巻
』
六
四
〇
頁
。 

２
３ 

池
谷
盈
進
著
、
仲
田
義
正
訳
註
『
現
代
語
訳 

田
中
藩
史
譚
』
（
一
九
九
四
年
）

二
七
六
～
二
八
〇
頁
。 
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は
三
つ
の
可
能
性
を
示
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
と
い
う
よ
り
も
、

こ
れ
ら
の
条
件
が
重
な
り
合
っ
て
、
つ
な
が
り
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。 

（
大
庭
・
中
山
） 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
、
財
政
の
窮
乏
化
に
苦
し
む
田
中
藩
が
、
掛
川
藩
領
の
豪
商
・
豪
農
か
ら

も
調
達
金
な
ど
を
得
よ
う
と
し
て
、
伝
手
を
頼
っ
て
山
崎
家
や
大
庭
家
を
御
用
達
に
し

た
こ
と
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。 

 

で
は
、
掛
川
藩
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
掛
川
藩
の
御
用
達
は
「
す
べ
て
で

何
人
い
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
」
２
４

と
い
う
こ
と
で
即
断
は
で
き
ず
、
掛
川
藩
も
藩

領
以
外
に
も
御
用
達
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、『
掛
川
市
史
』
所
収
の
「
掛
川
藩
御

用
達
一
覧
」
２
５

を
み
る
と
、
同
藩
の
御
用
達
は
藩
領
の
豪
商
・
豪
農
が
主
だ
っ
た
よ
う

で
す
。 

掛
川
藩
は
五
万
石
、
田
中
藩
は
四
万
石
の
譜
代
藩
で
、
と
も
に
東
海
道
の
宿
場
町
で

宿
駅
の
戸
数
（
天
保
十
四
年
）
は
藤
枝
宿
が
千
六
十
一
戸
、
掛
川
宿
が
九
百
六
十
戸
２
６

。 

藩
や
町
の
規
模
が
似
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
掛
川
藩
が
山
崎
家
を
は
じ
め
と
す
る

自
領
の
豪
商
・
豪
農
に
多
く
を
頼
り
、
一
方
で
田
中
藩
は
掛
川
藩
領
の
富
豪
に
も
頼
る

こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
生
じ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
触
れ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
の

研
究
の
端
緒
に
で
も
な
れ
ば
幸
い
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 

（
中
山
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
了
） 

 

２
４ 

同
右
書
七
六
一
～
七
六
三
頁
。 

２
５ 

『
掛
川
市
史 

中
巻
』
（
掛
川
市
、
一
九
八
四
年
）
七
六
八
頁
。 

２
６ 

志
田
威
『
東
海
道
五
七
次
』
（
二
〇
一
五
年
、
ウ
ェ
ッ
ジ
）
百
六
十
七
頁
。 


